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事 務 連 絡  

令和６年３月１５日  

 

都内障害者施設管理者 殿 

 

東京都保健医療局感染症対策部⾧ 

                          

 

新型コロナウイルス感染症の令和６年４月以降の 

医療提供体制等に関する東京都の対応について 

 

 

 日頃より、都の医療施策及び感染症対策に御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げ

ます。 

 令和６年３月５日付けで、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部等から都道府

県宛てに、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和６年４月以降の医療提供体制及び公

費支援等について」が発出され、新型コロナウイルス感染症への対応については、本年３月

末をもって、通常の医療提供体制への移行期間を終了とし、令和６年４月以降、通常の医療

提供体制とすることが通知されました。 

本事務連絡に基づき、都における令和６年４月以降の外来・入院医療体制等について、下

記のとおりまとめましたので、お知らせします。 

引き続き、感染症対策に御協力くださいますようお願いいたします。 
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記 

 

 

 次頁以降のとおりとする、なお、目次は以下のとおりである。 

 

 

目次 

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症の都内患者発生状況について・・・・・・・・・・・３ 

 

Ⅱ 新型コロナウイルス感染症患者の積極的疫学調査及びそれに伴う検査について 

・・・・・・・・・・３ 

 

Ⅲ 医療提供体制・都が設置する施設の運営について 

１ MIST について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

２ 外来医療体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

３ 入院患者の受入体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

４ 高齢者等医療支援型施設について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

Ⅳ 都民向け相談窓口・自宅療養支援の取組について 

１ 東京都新型コロナ相談センター及び医療機関案内について・・・・・・・・・・・４ 

２  都立病院のコロナ後遺症相談窓口について ・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

３ 高齢者施設に対する医療体制強化事業について ・・・・・・・・・・・・・・・６ 

４ 感染症専用相談窓口及び即応支援チームの派遣について ・・・・・・・・・・・６ 

 

Ⅴ 施設の職員に対する集中的検査について・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 

Ⅵ ワクチン接種について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

     

Ⅶ 治療薬及び入院医療費にかかる公費支援について・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

 

担当者及び連絡先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
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Ⅰ 新型コロナウイルス感染症の患者発生状況について 

 

新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）に関する都内の患者発生状

況については、引き続き東京都感染症発生動向調査事業実施要綱第４の２に基づき指定

された定点医療機関から週単位で報告を受け、集計結果はホームページで公表します。 

 

 

Ⅱ 新型コロナウイルス感染症患者の積極的疫学調査及びそれに伴う検査について 

 

昨年 10 月以降についても、重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療機関、高

齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場合の周囲の者への検査については、保

健所が公衆衛生上必要と認めた場合は、引き続き行政検査として取り扱ってきたところ

ですが、当該取扱いは本年３月末で終了となります。 

なお、施設からの集団発生報告等を受け、保健所が積極的疫学調査を行う中で、ウイル

スの型を特定する必要がある場合には、施設に対して保健所から御相談する場合があり

ます。 

 

 

Ⅲ 医療提供体制・都が設置する施設の運営について 

 

１ MIST について 

都では、新型コロナ陽性者の管理や、患者の入院・入所調整等を行うシステムとして、

令和３年３月より、「東京都新型コロナウイルス感染者情報システム」（以下「MIST」と

いう。）を活用してきました。MIST では、病院側で使用する「東京都新型コロナ病院ポ

ータル」（以下「病院ポータル」という。）の機能や、５類移行後には、医療機関間での入

院調整を円滑に進めるため、医療機関が病院等の空床情報を検索する「東京都新型コロナ

入院調整ポータル」の機能を追加し運用を行ってきたところです。 

現行の MIST の運用については、通常の医療提供体制への移行期間の終了に伴い、本

年 3 月末をもって終了します。各機能の停止については、以下のとおりです。 

（１）高齢者等医療支援型施設への入所調整依頼機能の停止 

高齢者等医療支援型施設の閉所に伴い、直接施設への入所調整ができる高齢者等医

療支援型施設入所調整依頼フォームを令和６年 3 月 18 日（月曜日）正午に停止します。 

（２）受入可能な病床数の共有機能の停止 

医療機関間で入院調整を行う際に、都内の病院における受入可能な病床数等につい

て、外来対応医療機関が把握できる機能として活用いただいている病床検索機能につ

いては、令和６年 3 月 31 日（日曜日）午後５時に停止します。 
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２ 外来医療体制について 

外来対応医療機関の指定・公表の仕組みは 本年３月末をもって終了します。本年４

月以降は、広く一般的な医療機関において、新型コロナの診療に対応する通常の医療提

供体制となります。 

 

３ 入院患者の受入体制について 

  新型コロナに係る入院医療体制については、本年３月末までの「移行計画」等に基づき、

確保病床によらない形での入院患者の受入れを進めてきました。 

  本年４月以降は、中等症Ⅱ・重症患者も含めて全ての新型コロナ患者を確保病床によら

ず受け入れる通常の医療提供体制となります。 

  また、入院先の決定（入院調整）については、令和５年５月８日以降、他の疾患と同様

に入院の要否を医療機関が判断し、医療機関間での調整を基本とする仕組みに移行して

います。 

  

４ 高齢者等医療支援型施設について 

  高齢者等医療支援型施設は、本年３月末をもって運営を終了します。詳細は次のとおり

です。 

（１）新規受入れの受付終了 

 令和６年３月 18 日（月曜日）正午 

 ※渋谷は新規受入れ終了済 

（２）閉所 

令和６年３月 31 日（日曜日）午後５時 

   ※渋谷は令和６年３月 15 日（金曜日）午後５時 

   ※上記日時までに退所できない場合は、病院等への転院調整を行います。 

 

 

Ⅳ 都民向け相談窓口・自宅療養支援の取組について 

 

１ 東京都新型コロナ相談センター及び医療機関案内について 

東京都新型コロナ相談センターにおける相談受付は、令和６年３月31日（日曜日）午

後11時59分をもって終了します。 

厚生労働省においては、令和６年４月以降も引き続き新型コロナ患者等に関する相談

窓口を設ける予定です。 

 

＜新型コロナウイルス感染症電話相談窓口＞ 

電話：０１２０－５６５６５３ 
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医療機関の案内や救急の相談等については、他の疾病と同様、医療情報ネット及び医

療機関案内サービス「ひまわり」、東京消防庁救急相談センター（#7119）、子供の健

康相談室（#8000）等が対応します。 

 

 ＜都で実施する医療機関案内及び救急の相談等＞ 

〇 都で実施する医療機関案内サービス 

（１）オンライン医療機関検索「医療情報ネット」 

    https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize 

    ※URL は令和６年４月１日から有効になります。 

（２）医療機関案内サービス「ひまわり」 

   ア 電話案内 

     電話：０３－５２７２－０３０３ 

     受付時間：毎日 24 時間 

コンピュータがお問い合わせ時間に診療を行っている医療機関を音声・ファク

シミリで御案内します。 

ファクシミリでの御案内はファクシミリ機能付き電話機に対応しています。音

声のアナウンスに従ってダイアル又はプッシュボタンを操作してください。 

 

   イ 聴覚障害者向け専用ファクシミリ 

ファクシミリ：０３－５２８５－８０８０ 

受付時間：毎日 24 時間 

 

○ 東京消防庁救急相談センター（#7119） 

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kyuu-adv/soudan-center.htm 

 

 

○ 東京版救急受診ガイド（WEB 検索サイト）  

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/tfd/hp-kyuuimuka/guide/main/index.html 

 

 

○ 子供の健康相談室（#8000） 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/sodan/k_soudan.html 

 

 

 

２ 都立病院のコロナ後遺症相談窓口について 

都立病院に設置していたコロナ後遺症相談窓口については、本年３月29日をもって終

了します。各病院の受付終了日時は以下のとおりです。 
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病院名 受付終了日時 

墨東病院 

多摩総合医療センター 

多摩北部医療センター 

多摩南部地域病院 

3 月 29 日（金曜日）午前 11 時まで受付 

駒込病院 3 月 29 日（金曜日）午前 11 時 30 分まで受付 

大久保病院 

大塚病院 

東部地域病院 

3 月 29 日（金曜日）午後４時まで受付 

 

※コロナ後遺症に対応する医療機関は、 

引き続きホームページで公表します。 

 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/corona_portal/link/iryokikan.html 

 

３ 高齢者施設に対する医療体制強化事業について 

高齢者施設と医療機関との連携体制の構築が進んだことや、本年４月以降は通常の医

療提供体制へ移行し、新型コロナ患者の入院受入れや診療等を行うこととなることか

ら、「高齢者施設に対する医療体制強化事業」については、本年３月末をもって終了し

ます。 
 

４ 感染症専用相談窓口及び即応支援チームの派遣について 

高齢者及び障害者入所施設に対する感染症専用相談窓口及び即応支援チームの派遣に 

ついては、令和６年３月 31 日（日曜日）をもって終了します。 

なお、新規申し込みは令和 6 年３月 31 日（日曜日）まで受付を行います（当日の状況

によっては対応できない場合があります）。 

 

 

Ⅴ 施設の職員に対する集中的検査について 

 

  高齢者施設、障害者施設等の職員を対象とする集中的検査は、本年３月末をもって終

了します。 

  なお、抗原定性検査に係る検査報告等については、下記により専用ウェブサイトから

実施いただきますようお願いします。 

（１）検査の実施：令和６年３月31日（日曜日）まで 

（２）検査結果の報告：令和６年４月15日（月曜日）まで 
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Ⅵ ワクチン接種について 

 

  新型コロナワクチンの全額公費による接種（特例臨時接種）は、本年３月末をもって

終了となります。令和６年度以降は、65歳以上の方等を対象として、秋冬に区市町村に

よる定期接種が行われます。 

 

 

Ⅷ 治療薬及び入院医療費にかかる公費支援について 

 

患者の急激な負担増を避けるため、令和５年 10 月以降も一定の自己負担を求めた上で

公費支援を継続してきたところですが、これらの支援については、本年３月末をもって終

了します。 

なお、令和６年４月以降の新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医療費につい

ては、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じた負担が発生しますが、医療保

険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負

担が生じない取扱いとなります。 

 

 

【担当者及び連絡先】 

本事務連絡について 

     保健医療局感染症対策部 医療体制整備第一課 感染症医療整備担当 

      電話：０３－５３２０－４３４７ 

 

 

疫学調査及び即応支援チームに関すること 

保健医療局感染症対策部 防疫課 防疫担当 

電話：０３－５３２０－４０８８ 

    

東京都新型コロナウイルス感染症情報システム（MIST）に関すること 

     保健医療局感染症対策部 医療体制整備第一課 医療体制担当 

      電話：０３－５３２０－４５４３ 

 

  外来医療体制に関すること 

     保健医療局感染症対策部 医療体制整備第二課 事業調整担当 

      電話：０３－５３２０－４１７９ 
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   入院医療体制に関すること 

     保健医療局感染症対策部 医療体制整備第一課 感染症医療整備担当 

      電話：０３－５３２０－４３４７ 

 

高齢者等医療支援型施設に関すること 

     保健医療局感染症対策部 医療体制整備第一課 施設運営担当 

      電話：０３－５３２０－５９０６ 

 

東京都新型コロナ相談センターに関すること 

     保健医療局感染症対策部 医療体制整備第二課 療養支援推進担当 

      電話：０３－５３２０－４５２６ 

    

   都立病院のコロナ後遺症相談窓口に関すること 

     保健医療局都立病院支援部 法人調整課 財務管理担当 

      電話：０３－５３２０－５８７０ 

 

   後遺症に対応する医療機関の公表に関すること 

     保健医療局感染症対策部 調査分析課 東京感染症対策センター担当 

      電話：０３－５３２０－４２１３ 

 

高齢者施設に対する医療体制強化事業に関すること 

     保健医療局感染症対策部 医療体制整備第二課 療養支援推進担当 

      電話：０３－５３２０－５８８０ 

 

施設の職員に対する集中的検査に関すること 

     保健医療局感染症対策部 医療体制整備第二課 集中的検査担当 

      電話：０３－５３２０－７０４９ 

 

ワクチン接種に関すること 

保健医療局感染症対策部 医療体制整備第二課 

新型コロナウイルスワクチン担当 

電話：０３－５３２０－４３０２ 

 

医療費公費負担に関すること 

     保健医療局感染症対策部 防疫課 指導調整担当 

電話：０３－５３２０－４３８１ 
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事 務 連 絡 

令和６年３月５日  

 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市  介護保険担当主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市  障害保健福祉主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市  児童福祉主管部（局） 御中 

  中 核 市 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部  

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 

 

 

新型コロナウイルス感染症の令和６年４月以降の 

医療提供体制及び公費支援等について 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にあ
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りがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）については、令

和５年５月８日から感染症法上の位置づけが５類感染症に変更され、医療提供

体制は、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関によ

る特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していく

こととされました。 

具体的には、新型コロナの感染症法上の位置づけ変更後の医療提供体制の基

本的な考え方や外来・入院医療体制、入院調整、各種公費支援等の見直し内容

については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴

う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」（令和５年９月 15

日付け事務連絡。）等においてお示しし、新型コロナに係る医療提供体制につ

いては、各都道府県において本年３月末までを対象期間とする「移行計画」を

策定いただいた上で、着実に移行を進めていただきました。 

今般、本年３月末をもって、通常の医療提供体制への移行期間を終了とし、

本年４月以降、通常の医療提供体制としますので、各都道府県におかれては、

下記のとおり取扱いいただくようお願いします。 
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記 

 

 次頁以降のとおりとする。なお、目次は以下のとおりである。 

目次 

１．新型コロナの医療提供体制の移行に関する基本的な考え方 ............ 4 

２．外来医療体制 .................................................... 4 

(1) 基本的考え方 .................................................... 4 

(2) 外来対応医療機関の指定・公表の仕組みについて .................... 5 

(3) 応招義務の考え方及び適切な医療提供のあり方について .............. 5 

(4) 感染拡大局面を見据えた体制強化・注意喚起等 ...................... 5 

３．入院医療体制 .................................................... 6 

(1) 基本的考え方 .................................................... 6 

(2) 幅広い医療機関における入院患者の受入れの方向性 .................. 6 

(3) 旧臨時の医療施設等の取扱い ...................................... 6 

４．患者の入院先の決定 .............................................. 7 

５．高齢者施設等における対応 ........................................ 7 

【高齢者施設等における対応】 ........................................ 7 

(1) 基本的考え方 .................................................... 7 

(2) 各種の政策・措置の取扱い ........................................ 8 

【障害者施設等における対応】 ........................................ 9 

(1) 基本的考え方 .................................................... 9 

(2) 各種の政策・措置の取扱い ....................................... 10 

６．自宅療養等の体制 ............................................... 10 

(1) 自宅療養の取扱い ............................................... 10 

(2) オンライン診療・オンライン服薬指導の活用 ....................... 11 

７．患者等に対する公費負担の取扱い ................................. 11 

(1) 治療薬及び入院医療費にかかる公費支援 ........................... 11 

(2) 検査 ........................................................... 11 

(3) 相談窓口機能 ................................................... 12 

(4) その他 ......................................................... 13 

８．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）の終了について

 ................................................................... 13 
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１．新型コロナの医療提供体制の移行に関する基本的な考え方 

○ 新型コロナの医療提供体制については、「新型コロナウイルス感染症の

感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等

について」（令和５年３月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）

において、昨年５月８日より、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の

感染症法上の位置づけが５類感染症に変更されるに当たり、本年３月まで

を移行期間とし、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提

とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自

律的な通常の対応に移行していくこととしていた。 

 

○ その後、各都道府県において、本年３月末までを対象期間に策定いただ

いた移行計画に沿って、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる

医療提供体制に向けて、着実に移行が進められてきた。 

 

○ 具体的には、入院医療体制については、確保病床によらない形での患者

の受け入れが進み、外来医療体制については、外来対応医療機関数のほか、

かかりつけ患者以外に対応する医療機関数を一層拡充した。また、入院調

整については、医療機関間で円滑に入院先が決定される体制となった。 

 

２．外来医療体制 

(1) 基本的考え方 

○ 外来医療体制については、患者が幅広い医療機関で受診できるようにす

るため、位置づけ変更以後、外来診療にあたる医療機関での感染対策の見

直し、設備整備等への支援、応招義務の整理、医療機関向け啓発資材の作

成・普及を行い、本年４月以降を見据え、感染対策の強化を図ってきた

（※）。 

（※）医療機関向け啓発資材について 

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材につい

て（第四報）」（令和５年 10 月 20 日付け事務連絡） 

 

○ 各都道府県においては、本年４月以降は広く一般的な医療機関で新型コ

ロナの診療に対応する通常の医療提供体制に移行するよう、着実に進めて

いただきたい。 

 

○ また、新型コロナ診療に対する医療機関の増加に対応するためには、薬



5 

 

局における経口抗ウイルス薬の提供体制の確保も重要となる。薬局におい

ては、これまでも自宅・宿泊療養者に対し、経口抗ウイルス薬等を提供し、

必要な服薬指導等を実施していただいているところであるが、各都道府県

において、一般流通する経口抗ウイルス薬を取り扱う薬局を把握し、公表

すること等について地域の医療関係者とも協議を行いながら、地域におい

て経口抗ウイルス薬等の必要な医薬品が適切に提供される体制の確保に向

けた取組を行っていくことが重要である。 

 

(2) 外来対応医療機関の指定・公表の仕組みについて 

〇 外来対応医療機関の指定・公表の仕組みは本年３月末をもって終了とす

る。本年４月以降は、広く一般的な医療機関において、新型コロナの診療

に対応する通常の医療提供体制とする。 

 

(3) 応招義務の考え方及び適切な医療提供のあり方について 

○ 応招義務の考え方については、これまで医療機関向け啓発資材「新型コ

ロナウイルス感染症への対応について（医療機関向けのリーフレット）」

において下記の通りお示ししているとおりであり、引き続き各医療機関に

おいて適切に判断されたい。 

・新型コロナウイルス感染症に係る医師等の応招義務については、緊急対

応が必要であるか否かなど、個々の事情を総合的に勘案する必要がある。 

・その上で、患者が発熱や上気道症状を有している又はコロナにり患して

いる若しくはその疑いがあるということのみを理由に、当該患者の診療

を拒否することは、応招義務を定めた医師法（昭和 23年法律第201号）

第 19条第１項及び歯科医師法（昭和 23年法律第 202号）第 19 条第１項

における診療を拒否する「正当な事由」に該当しない。 

 

○ そのため、今後も医療機関においては、発熱等の症状を有する患者を受

け入れるための適切な準備を行うこととし、それでもなお診療が困難な場

合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨されたい。 

 

(4) 感染拡大局面を見据えた体制強化・注意喚起等 

○ 今後の感染拡大に備える観点からも、広く一般的な医療機関で新型コロ

ナの診療に対応する体制において、 

・♯7119、♯8000、救急相談アプリ等を活用した相談体制の強化 

・重症化リスクの低い方に対する抗原定性検査キットによる自己検査及び
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自宅療養の実施、あらかじめの抗原定性検査キットや解熱鎮痛薬の用意

等の住民への呼びかけ 

・証明書等の取得のための外来受診は控えていただく旨の呼びかけ 

等の感染拡大局面を見据えた体制強化、注意喚起等の取組は引き続き推進

すること。 

    

３．入院医療体制 

(1) 基本的考え方 

○ 入院医療体制については、本年３月末までの「移行計画」等に基づく取

組を進めた結果、確保病床によらない形での入院患者受入れ見込み数が拡

充し、順調に移行が進んだ。 

 

○ 本年４月以降は、病床確保料を廃止し、確保病床によらない形で入院患

者を受け入れる通常の医療提供体制へ移行する。 

 

(2) 幅広い医療機関における入院患者の受入れの方向性 

○ 本年４月以降の通常の医療提供体制への移行に向けて、確保病床によら

ない形での受入れ体制の移行を更に進める必要がある。 

  具体的には、軽症・中等症Ⅰ患者のほか、中等症Ⅱ・重症患者も含めて

確保病床によらず、機能に応じて各医療機関で受入れ体制を確保する必要

がある。また、本年４月以降は、病床確保を要請しないことを念頭に、全

ての新型コロナ患者を確保病床によらず幅広い医療機関で受け入れる体制

の構築を進める必要がある。なお、その際は、必要に応じて都道府県で協

議を行う等して、官民の区別によらず、幅広い医療機関で対応する体制を

確保されたい。 

 

(3) 旧臨時の医療施設等の取扱い 

○ 昨年５月７日時点で、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年

法律第31号）に基づき設置された臨時の医療施設（以下「旧臨時の医療施

設」という。）の取扱いについては、昨年３月 17 日付け事務連絡及び「政

府対策本部廃止後の臨時の医療施設の取扱い等について」（令和５年４月

14 日付け事務連絡。以下「旧臨時の医療施設事務連絡」という。）でお示

ししてきたが、本年３月末をもって旧臨時の医療施設事務連絡の特例的な

取扱いについて、廃止する。 
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４．患者の入院先の決定 

○ 患者の入院先の決定（入院調整）については、引き続き、原則、医療機

関間での入院先決定を行うこととする。 

 

○ 入院先決定体制の構築にも資することから、医療機関等情報支援システ

ム（G-MIS）における、新型コロナ入院患者の受入可能病床数及び新型コ

ロナ入院患者を受け入れた場合の入院患者数の入力ができる日次調査等の

項目は残すこととする。厚生労働省からの入力依頼は本年３月末で終了す

るが、本年４月以降、都道府県において、感染状況を踏まえ、必要に応じ

て、管轄下の医療機関に対して G-MIS への入力を依頼する等、活用された

い。 

 

５．高齢者施設等における対応 

【高齢者施設等における対応】 

(1) 基本的考え方  

○ 高齢者施設等については、昨年３月17日付け事務連絡において、重症化

リスクが高い高齢者が多く生活していることを踏まえ、入院が必要な高齢

者が適切かつ確実に入院できる体制を確保するとともに、感染症対応に円

滑につながるよう、平時からの取組を強化しつつ、施設等における感染対

策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等は位置づけ変更後も

継続してきた。 

 

○ こうした取組を進める中で、昨年10月の調査において、概ね９割の高齢

者施設等が医療機関との連携体制の確保、感染症の予防及びまん延防止の

ための研修及び訓練の実施等を行っていることが確認された。 

 

○ 上記の通り、高齢者施設等と医療機関との連携体制の構築が進んだこと

や、本年４月以降は幅広い医療機関で新型コロナの患者の入院受け入れや

診療等を行うこととなることから、新型コロナにかかる高齢者施設等への

支援については、本年３月末までで終了することとする。 

 

○ 他方、今後も新型コロナに限らず、高齢者施設等において感染症が発生

した場合には、感染対策を徹底しながら介護サービスを提供する必要があ

る。また、新型コロナの経験も踏まえ、今後の新興感染症の発生に備えた

感染症対応力の向上が必要である。 
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○ このため、令和６年度介護報酬改定において、高齢者施設等における恒

常的な感染対策に係る取組を措置（※）しており、高齢者施設等に対して

これらを通して感染対策に取り組んでいただくよう、周知いただきたい。 

※ 令和６年度介護報酬改定の内容 

・ 新興感染症の対応を行う医療機関と連携することを努力義務化 

・ 新興感染症の対応を行う医療機関と連携し、医療機関が行う院内感染対策に関

する研修に参加することの評価 

・ 新興感染症の対応を行う医療機関の医師又は看護師等による実地指導を受ける

ことの評価 

・ 新興感染症等が発生した場合に施設内療養を行う高齢者施設等の評価 

 

(2) 各種の政策・措置の取扱い 
① 高齢者施設等内での感染発生時に対応するための備え 

○ 高齢者施設等における陽性者の発生初期から迅速・的確に対応するた

めの備えの支援として、相談窓口機能の強化や電話・オンライン診療の

体制構築等に取り組んでいただいてきたところ。（「季節性インフルエン

ザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医

療体制等の整備について（依頼）」（令和４年 10 月 17 日付け事務連絡

（令和４年 11 月４日一部改正））） 

 

○ 「８．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）の終

了について」で後述するように、本年３月末で「新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援交付金（医療分）」が終了することから、当該交付金

を活用した高齢者施設等の職員が初動対応を相談できる相談窓口の設置

に対する支援や、高齢者施設等における電話・オンライン診療の体制構

築支援については、本年３月末で終了する。 

 

○ なお、同事務連絡において、感染制御・業務継続支援チームの体制強

化として、平時から感染制御の専門家と行政機関等の連携体制（ネット

ワーク）を構築することをお願いしてきたところであるが、平時から地

域（都道府県単位）において、院内感染に関する専門家からなるネット

ワークを構築する場合には、「医療提供体制推進事業費補助金」の「院

内感染対策事業の実施について」（平成 21 年３月 30 日付け医政発第

0330009 号厚生労働省医政局長通知）に基づく「院内感染地域支援ネッ
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トワーク事業」の活用が引き続き可能である。 

 

② 高齢者施設等での感染対策を含む施設内療養の体制 

○ 必要な体制を確保した上で施設内療養を行う高齢者施設等への補助

（※）については、本年３月末で終了する。 

※地域医療介護総合確保基金における「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サ

ービス事業所等のサービス提供体制確保事業」による補助 

 

○ 「８．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）の終

了について」で後述するように、本年３月末で「新型感染症緊急包括支

援交付金（医療分）」が終了することから、当該交付金を活用した新型

コロナに感染した入所者に対して継続して療養を行う高齢者施設等に看

護職員を派遣する場合の派遣元医療機関等への補助や、新型コロナの感

染地域における感染拡大を防止するため、外部から感染症対策に係る専

門家を派遣するための経費への補助についても、本年３月末で終了する。 

 

③ 利用者又は職員に感染者が発生した場合等におけるかかり増し経費の補

助 

○ 利用者又は職員に感染者が発生した場合等におけるかかり増し経費の

補助（※）については、本年３月末で終了する。 

※地域医療介護総合確保基金における「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サ

ービス事業所等のサービス提供体制確保事業」による補助 

 

④ 退院患者の受入促進のための補助 

○ 介護保険施設において、医療機関からの退院患者（当該介護保険施設

から入院した者を除く。）を受け入れた場合に、退所前連携加算（500 単

位）を算定できる取扱いについては、本年３月末で終了する。 

 

【障害者施設等における対応】 
(1) 基本的考え方 

○ 障害者施設等についても、昨年３月17日付け事務連絡に基づき、引き続

き衛生主管部局と障害保健福祉主管部局・児童福祉主管部局が連携して、

感染制御や業務継続の支援体制の整備、医師や看護師による往診・派遣を

要請できる医療機関の事前確保の取組、感染者が発生した施設に対する応

援職員の派遣等に対する支援等について継続してきた。 
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○ 上述の高齢者施設等における対応と同様、今後も新型コロナに限らず、

障害者施設等において感染症が発生した場合には、感染対策を徹底しなが

ら障害福祉サービスを提供する必要がある。また、新型コロナの経験も踏

まえ、今後の新興感染症の発生に備えた感染症対応力の向上が必要である。  

 

○ このため、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者支

援施設等における恒常的な感染対策に係る取組を措置（※）しており、障

害者支援施設等に対してこれらを通して感染対策に取り組んでいただくよ

う、周知いただきたい。 

※ 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の内容 

  ・ 新興感染症の対応を行う医療機関と連携することを努力義務化 

  ・ 新興感染症の対応を行う医療機関と連携し、医療機関が行う院内感染対策に関する研

修に参加することの評価 

  ・ 新興感染症の対応を行う医療機関の医師又は看護師等による実地指導を受けることの

評価 

  ・ 新興感染症等が発生した場合に施設内療養を行う障害者支援施設等の評価 

 

(2) 各種の政策・措置の取扱い 

 ① 利用者又は職員に感染者が発生した場合等におけるかかり増し経費の補

助（新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対する

サービス継続支援事業） 

  利用者又は職員に感染者が発生した場合等におけるかかり増し経費の補

助、感染者が発生した障害者施設等における応援職員の派遣等に対する支

援については、本年３月末で終了する。  

 

② 退院患者の受入促進のための補助 

障害者支援施設において、医療機関からの退院患者（当該障害者支援施

設から入院した者を除く。）を受け入れた場合には、地域移行加算（500 単

位）を算定できる取扱いについては、本年３月末で終了する。 

 

６．自宅療養等の体制 

(1) 自宅療養の取扱い 

○ 陽性判明後の体調急変時の自治体等の相談機能への公費支援は、以下７

（３）でお示しするとおり、本年３月末で終了する。なお、今回の対応を
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通じて構築された病院・診療所や薬局、訪問看護ステーション、居宅介護

支援事業所（ケアマネジャー）との連携体制や関係性、ノウハウについて

は、感染症対策に限らず今後も重要であるため、地域の実情に応じた形で

今後も維持等に努めていただきたい。 

 

(2) オンライン診療・オンライン服薬指導の活用 

○ 感染拡大局面においてはオンライン診療・オンライン服薬指導（以下

「オンライン診療等」という。）の活用も有用である。このため、過去の

体制も参考にしつつ、地域の関係者とも相談し、オンライン診療等を引き

続き活用していただきたい。その際には、「新型コロナウイルス感染症の

拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取

扱いについて」（令和２年４月 10 日付け事務連絡）が本年３月末をもって

廃止となることに留意し、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」

（平成 30年３月 30 日付け厚生労働省医政局長通知の別紙）、「オンライン

服薬指導の実施要領」（令和４年９月 30 日付け厚生労働省医薬・生活衛生

局長通知の別添）に沿ったオンライン診療等を実施する体制を整備してい

ただきたい。 

 

７．患者等に対する公費負担の取扱い 

(1) 治療薬及び入院医療費にかかる公費支援 

○ 新型コロナの５類感染症への位置づけ変更（５月８日）後、患者の急激

な負担増を回避するため、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医

療費の自己負担等にかかる公費支援について、まずは夏の感染拡大への対

応として９月末まで継続することとし、10 月以降においても、一定の自己

負担を求めつつ公費支援を継続してきた。これらの支援については、本年

３月末で終了する。 

 

○ 令和６年４月以降の、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費及び入院医療

費については、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担

することとなるが、医療保険における高額療養費制度が適用されることに

より、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなる。 

 

(2) 検査 

〇 新型コロナの検査については、重症化リスクが高い者が多く入院・入所

する医療機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場合の
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周囲の者への検査や、従事者への集中的検査を都道府県等が実施する場合

には、昨年10月以降も引き続き行政検査として取り扱ってきたところ、こ

れらについても本年３月末で終了する。  

 なお、今後の行政検査については、新型コロナを含む感染症全般につい

て、実施主体である都道府県等においてその必要性や範囲等を判断しつつ

実施していただくこととなる。実施する際には、その実施から結果の把握

までを迅速に行うことが重要であることには変わりないため、引き続き、

検査機関や検査を実施する可能性のある各種施設等との平素からの連携を

密にしていただくようお願いする。 

  

○ また、内閣府の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」

の交付限度額において、行政検査の地方負担額と同額が加算される仕組み

となっていたが、令和６年度以降は本交付金の交付決定等はないため、原

則通りの割合での負担（国が２分の１、都道府県等が２分の１）となる。 

なお、後続の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」が国（内閣

府）の令和５年度予算で計上されているが、当該予算は地方自治体が独自

に実施する「物価高騰対応事業」が対象となり、国の国庫補助事業等に対

する追加算定はなく、地方負担分への充当等はできない（※物価高騰対応、

生活者等への直接支援等の要件に該当すれば、国庫補助事業等の上乗せ・

横出し事業には活用可能）。詳細については、各団体の地方創生臨時交付

金担当を通じて内閣府へ照会いただきたい。 

 

〇 各自治体で実施していただいているゲノムサーベイランスについては、

「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変

異株 PCR 検査について」（令和３年２月５日付け感感発 0205 第４号）に基

づいて実施いただいているところであるが、本年４月以降も、実施方法を

見直した上で引き続き実施していただくこととするとともに、当該検査は

引き続き行政検査として取り扱う。見直しの後の実施方法については、追

ってご連絡する。 

 

(3) 相談窓口機能 

〇 自治体の相談窓口機能については、外来や救急への影響緩和のため、発

熱時等の受診相談及び陽性判明後の体調急変時の相談を対象として実施し

ていただき、その費用について、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支

援交付金（医療分）」の対象としてきたが、本措置は本年３月末で終了す
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る。 

 

○ 今後の対応方法については、各自治体の判断によるが、厚生労働省にお

いては、本年４月以降も、引き続き新型コロナ患者等に対する相談窓口機

能を設ける予定である。各自治体においても、保健所等、相談可能な窓口

を広く周知いただき、他の感染症と同様に、引き続き、必要とする方に対

して発熱時等の受診相談等に対応いただきたい。 

 

(4) その他 

〇 救急において新型コロナ対応として使用する個人防護具（PPE）につい

ては、都道府県が購入して配布する場合の費用や市町村が購入する場合の

費用を、補助対象範囲の見直しを行った上で10月以降も継続して「新型コ

ロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）」の補助対象としてき

たが、本措置は本年３月末で終了する。 

 

８．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）の終了について 
〇 新型コロナへの対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体

制の整備等について、地域の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施するこ

とができるよう、都道府県の取組を包括的に支援することを目的として令

和２年度から措置を行ってきた「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

交付金（医療分）」については、新型コロナに係る医療提供体制が本年４

月以降、通常の医療提供体制に移行することから、本年３月末で終了する。 

なお、令和５年度内の執行に努めていただくとともに、令和５年度事業

で医療費の公費負担などその支払いが令和６年度に対応せざるを得ないも

のについては、地方繰越手続き等、各都道府県における必要な手続きを行

っていただき、医療機関に速やかに請求いただくよう、都道府県からも適

宜周知をお願いする。 

 


